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  進んでいる
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 ③ 全部の施設の更新は難しい

3１ 長野市の公共施設をとりまく現状と課題



出典：第五次長野市総合計画・後期（R4.4）人口ピラミッドの推移

1990年と比べ
▲4,501人

2020年と比べ
▲71,224人

1975年と比べ
＋35,141人

老年世代1人を支える生産年齢世代の人数（市全体）

1975（昭和45）年

7.3人

（229,116人）

1990（平成２）年

5.1人

（234,889人）

2050（令和32）年

（144,439人）

2020（令和２）年

1.9人

（213,326人）

生産年齢人口
（15～64歳）

老年人口
（65歳以上）

①人口減少・少子高齢化が進んでいる

1.1人

団塊の世代

団塊の世代

団塊の世代

団塊ジュニア

団塊ジュニア

団塊ジュニア

1990（平成２）年（国勢調査）

377,261人
2020（令和２）年（国勢調査）

372,760人
2050（令和32）年（社人研推計）

301,536人（推計）
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学校教育施設

 35.9%

(590,384㎡)

市営住宅等

14.3%

(234,346㎡)

行政施設

 10.4%

(170,097㎡)

生涯学習・文化施設

 9.9%

(162,105㎡)

体育施設

 9.5%

(156,353㎡)

観光・レジャー施設

 7.5%

(122,698㎡)

保健福祉施設

5.9%

(97,387㎡)

医療施設

2.4%

(38,954㎡)

その他施設

2.1%

(33,890㎡)

産業振興施設

1.3%

(21,726㎡)

対象外施設

0.9%

(15,173㎡)

1,336施設、延床面積164.3万㎡ （令和７年４月１日現在）

［市民一人当たり延床面積の比較］

 長野市      4.23㎡ （中核市平均の約1.3倍)

   中核市平均  3.27㎡ （参考）

 中核市平均：都市要覧（令和６年度）から算出

出典：公共施設の現状2025（長野市）

② 施設が古くなってきている

建物の半分は
学校と市営住宅！
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学校教育施設 生涯学習・文化施設 観光・レジャー施設 産業振興施設

体育施設 保健福祉施設 医療施設 行政施設

市営住宅等 その他施設 対象外施設 人口

10年前20年前30年前

市民病院

芸術館

40年以上経過した施設の割合 36.1％

第一庁舎

Ｕスタジアム

エムウェーブ

高度経済成長時代に整備した建物が
一斉に改修更新を迎える

オリンピック開催時に建てられた施設も
改修が必要な時期を迎える

建築物の建築年度別の整備状況
出典：公共施設の現状2025（長野市） 6

10大ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

老朽化による大規模な改修・更新が必要 人口



令和４年度～33年度までの公共施設の将来の更新等費用推計（令和３年４月時点）

出典：長野市公共施設等総合管理計画より（令和４年２月改訂）

（年度）

230.9億円

過去3年間の更新等費用

 1年平均値 119.6億円

30年間更新等費用総額 ：6,926.8億円

1年当たりに
平均すると…

更新費 改修費 維持管理費

（億円）

111.3億円不足

③ 全部の施設を更新等することは難しい

✓ 長寿命化対策前＝建築後30年で大規模改修、60年で建替えとして積算した場合

今の施設の約半分が更新等できない計算
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平成12年度と令和６年度を比較すると扶助費が約３.６倍に増加
一方で、投資的経費は減少傾向（R2は災害復旧費81億円を含む）

資料：各年度の決算カード及び長野市統計書

長野市一般会計歳出（性質別）決算推移 8

157 180 205 222 226 230 248 27460

83 100
148

244 283 304
358

66
111

199
231

213 144
160

160

348

859

321
232

243
216

263
207

315 

409 

445 445 

530 
557 

1,170 

668 

467

573
589

545
579 582

581 597

H2 
(1990)

H7
(1995)

H12
(2000)

H17
(2005)

H22
(2010)

H27
(2015)

R2
(2020)

R6
(2024)

人件費 扶助費 公債費 投資的経費 その他 税収

歳入
（億円）

（年度）

歳出
（億円）

収入はほぼ横ばい

オリンピック開催に
向けた整備に伴い増加

令和元年東日本台風
災害の復旧に伴い増加



公共施設等の老朽化
高度成長時代に整備した建物や
インフラ施設が改修・更新時期

を一斉に迎える

オリンピック競技施設

市町村合併

長
野
市

全国平均を上回る量を保有
（建物延床面積1.3倍、市道延長中核市トップ）

二つの要因を除いても施設量は多い

人口減少・少子高齢化の進展
税収の減少、社会保障関連経費

（扶助費等）の増大

エネルギー価格・物価高騰、人件費上昇…

「公共施設をとりまく現状と課題」のまとめ 9

今の施設を、将来にわたり維持していくために財源を確保し続ける事は極めて困難。

公共施設の量と質について、全市的・総合的な視点による見直しを図り、最適に維持

管理していく取組 「公共施設マネジメント」 が必要



長野市の公共施設マネジメントのこれまでの取組

10２ 長野市の公共施設マネジメント

現在



「将来世代に負担を先送りすることなく、より良い資産を次世代に引き継いでいく」こと
を基本理念に、従来の施設整備や管理運営の固定化された考え方を転換し、新たなまちづく
りの視点に立ち、公共施設マネジメントを推進する

基本理念

四つの基本方針

基本理念を踏まえ基本方針（取り組みの柱）を定めた

１ 施設総量の縮減と適正配置の実現

（新規整備の抑制、施設の複合化・多機能化、地域特性を踏まえた配置、広域的な連携）

２ 計画的な保全による長寿命化の推進

（ﾗｲﾌｻｲｸﾙｺｽﾄ縮減、長寿命化・施設点検ﾏﾆｭｱﾙ策定、耐震化の推進、基金活用、ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ化の推進）

３ 効果的・効率的な管理運営と資産活用

（施設利用の促進、管理運営効率化、受益者負担の適正化、遊休施設の利活用）

４ 全庁的な公共施設マネジメントの推進

（庁内推進体制の強化、財政との連動、施設情報の一元化、職員意識改革）

公共施設等総合管理計画（計画期間：平成29年度～令和８年度）

縮減目標 「建物の延床面積の20％縮減」
当面20年間の目標として設定
（オリンピック施設は目標の対象外）
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個別施設計画（令和2年度策定）

①対象施設

②計画期間

◆すべての公共施設（建築物）を対象
→1,376施設（令和２年４月時点 公共施設マネジメント支援システムの登録施設数）

◆令和３年度（2021年度）から令和12年度（2030年度）までの10年間
◆１～５年目を前期、６年目以降を後期

前期 後期 期間内

〇〇施設 □□ 継続 長寿命化 ○

　*
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・としての機能を維持し、計画前期に予防保全工事を行う。

No. 施設名 地区 機能の方向性 建物の対策
実施時期

前期 後期 期間内

〇〇施設 □□ 継続 長寿命化 ○

　*
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・としての機能を維持し、計画前期に予防保全工事を行う。

No. 施設名 地区 機能の方向性 建物の対策
実施時期

◆表示イメージ

③個別施設の方針 （１）機能の方向性
継続、民営化、廃止、要検討の
いずれかを表示

（２）建物の対策
集約化・複合化、単独改築、長寿命化、
民間譲渡、事後保全、解体・譲渡等、
転用の いずれかを表示

（３）実施時期
対策の実施時期に〇印
事後保全の場合は空欄
期間内に実施しない場合
は「期間外」

対策の説明欄

現状の分析・評価等を行い、対策を決定、費用試算する施設

901施設
簡易な記載とする施設

（リストアップ等） 373施設
インフラ系
別途 102

◆下水道ストックマネジメント計画
◆長野市公園施設長寿命化計画 など

※小規模な施設（200㎡以下）は原則として対策等の記載を省略

12



個別施設計画 機能の方向性と建物の対策の関係

継 続

民営化

廃 止

要検討

集約化・複合化

長寿命化

単独改築

転 用

民間譲渡等

転 用

解体・譲渡等

複数の施設を集約化・複合化

長く使うために長寿命化改修

老朽化した建物をそのまま建替え

機能の方向性 建物の対策

機能移転後に建物を他の使い方に転用

事後保全

民営化のため建物を譲渡又は貸付

他の用途で使用（必要な改修は実施）

解体、譲渡、貸付

補修しながら当面、維持

どれにも決められない

解体・譲渡等

事後保全 建替や長寿命化のための改修工事等は
行わず、補修等を行いながら当面、維持

機能移転後に建物を解体、譲渡、貸付

13
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長寿命化

29%268施設

単独改築

1%１０施設

集約化・複合化

7%６３施設

転用

2%１７施設

事後保全（要検討含む）

34%３０４施設

解体譲渡等

22%１９８施設

民間譲渡等

5%４３施設

※903施設

コ
ス
ト
を
か
け
な
い
よ
う
に
す
る
施
設

コ
ス
ト
を
か
け
て
保
全
す
る
施
設

コストをかけて保全する
施設は約４割

長寿命化は特に

件数が多いため、

優先度等に基づき、

計画的な対応が必要

（R4予算から

長寿命化枠を確保）

コストをかけないよう
にする施設は約6割

解体、民間譲渡等は

市の維持管理費用抑制

のための手法の１つで、

用途廃止に向けた住民

理解の取組が必要

※複数の対策を持っている施設が２施設
あり施設数は903施設となっている

◆個別施設計画 各対策の全体内訳 14



計画策定当初の公共施設マネジ
メントの考え方

① 公共施設の総延床面積を20年間で 

20％縮減

② 計画的な保全による長寿命化の推進

③ 建物の性質、状態や利用状況を踏ま

え、ニーズが高い施設はできるだけ

長く使い続ける

④ 長寿命化対策後に来る建替えの山を

見据えた長寿命化と建替え

⑤ 類似施設の共用化による無駄のない

利活用

アップデートした考え方
～もう一歩先を見据えたマネジメント～

15公共施設マネジメントのさらなる推進に向けて

公共施設等総合管理計画と個別施設計画に基づき、マネジメントに取り組んできたが、さらなる推進を図る

ため、現在は考え方をアップデートして③から⑤の視点も加えて、公共施設マネジメントを進めている。



施設面積

（ストック）

100

施設維持管理

改修費（コスト）

100

＝

施設面積

（ストック）

90

施設面積

（ストック）

100

縮減20%

施設維持管理

改修費（コスト）

80

①

ストックを減らさず、収入増、コスト縮減を図る

縮減20%

施設維持管理

改修費（コスト）

80

施設維持管理

改修費（コスト）

80

縮減10%

収入増10%

施設面積

（ストック）

80

・20年間で延床面積の20％の縮減を目指すという目標は、全国平均との比較の中で設定している指標

・持続的な財政運営を確保する上では、20％のコスト縮減が本来の目標

→コスト縮減のための方策を検討しながら、公共施設マネジメントを進めていく

②

ストック縮減幅以上にコスト縮減を図る

③

ストック縮減幅相当のコスト縮減を図る

施設縮減目標の趣旨

※現状（公共施設マネジメント指針

策定時のH27）を100とした場合

目 標

①公共施設の総延床面積を20年間で20％縮減 16

現 状

コスト縮減の方法は面積を
減らすだけではない



■ 従来

時間

施設総量を減らすことで、改修・更新費を軽減する

【ｽﾃｯﾌﾟ２】施設総量の縮減

【ｽﾃｯﾌﾟ１】長寿命化（建物の延命）

長寿命化により、毎年度の負担を軽減する

有利な起債の活用と計画的な保全で、毎年の負担を平準化する

【ｽﾃｯﾌﾟ３】財政負担の平準化

更新費

修繕費

年度

工事費

Ｒ４年度から公共施設長寿命化枠を設けて予算を確保し、計画的な老朽化対策を実施
（Ｒ４ 35.8億円、Ｒ５ 59.5億円、Ｒ６ 66.9億円、Ｒ７ 119.7億円 ）

「壊れたら直す(事後保全)」から、壊れる前の「計画的な予防保全」に転換

17②計画的な保全による長寿命化の推進



◆公共施設の性質の見え方

B

選択的

民間参入可能性大

民間参入可能性小

義務的

温泉宿泊施設
（松代荘等）

ホワイトリング

社会体育館

障害児支援施設保育施設

消防署・
ごみ処理
施設・市役
所本庁舎小中学校

勤労青少年ﾎｰﾑ・
ｻﾝﾗｲﾌながの・

しなのき(ﾎｰﾙ以外）

AC

D

ｽｷｰ・ｷｬﾝﾌﾟ場

保健所

駐車場

老人憩の家（浴場）

生涯学習
ｾﾝﾀｰ

人権同和
教育集会所

高等学校

教職員住宅

市立公民館 隣保館

社会教育・生涯
学習・勤労・
文化芸術関係

保健福祉関係

行政施設関係

学校関係

その他

凡例

もんぜんぷら座

産業振興施設
（農業・地域振興関係）

その他
住宅
（特公賃・
定住等）

芸術館・
文化ﾎｰﾙ

老人福祉ｾﾝﾀｰ

ｴﾑｳｪｰﾌﾞ、
ﾋﾞｯｸﾞﾊｯﾄ

長野U
ｽﾀｼﾞｱﾑ

児童館・
児童ｾﾝﾀｰ

総合体育館
（東和田）

浄水場・
下水処理場

（地域公民館）

ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
ｽﾀｼﾞｱﾑ

母子生活支援施設

A1

A1…市民の生命、安全、
危機対応に関する施設

（必置施設）

B1…水道など市民生活
における基盤施設

（地方公営企業法適用）

D1

B2

B2…主に特定の状況
に置かれている市民に
対し提供する社会福祉
法第一種・二種事業関

係施設

C2…市が政策的に設置し、
個人等が選択的に利用す
る施設だが、市内事業者
では提供できる可能性が

低い施設

B1

市営住宅

C2

C1

交流ｾﾝﾀｰ

D2

D1.D2…市が政策的に設置し、
個人等が選択的に利用する施
設で、市内事業者でも類似施設

により提供している施設

C1…主に社会教育
目的で設置し、地域
での活用を想定し
ている施設

18③建物の性質、状態や利用状況を踏まえ、ニーズが高い施設は長く使い続ける



分類 施設の主な性質 市の責任から見たストックの考え方
設置
優先度

A
（義務的・
民間不参入）

〇セーフティーネットの役割をもつ施設

〇住民に対し、公共として税負担により提供する責任
を負うもの

市として主に設置義務を負うものであり、目的
実現のために必要な量を確保

B
（義務的・
民間参入）

〇セーフティーネットの役割をもつ施設

〇民間事業者や公共団体が費用負担を求めつつ提供
するもの

民間等でカバーできない分野については、必要
に応じて市が確保

C
（選択的・
民間不参入）

〇個人の嗜好により選択されるサービスで、市場性が
見込めず、民間事業者が参入する可能性が低い施設

民間の参入状況や市民ニーズ、地域特性などを
踏まえ、必要な量を判断して確保

D
（選択的・
民間参入）

〇個人の嗜好により選択されるサービスで、民間事業
者での提供が想定される市場性のある施設

基本的に民間での提供を前提とし、最小限の量
にとどめる

大

小

➢ 様々な公共施設を性質毎に分類する中で、市として公費を投入すべき施設については
優先的に必要な量を確保していく

➢ 将来を見据えた市民ニーズや政策的判断も加味しながら、優先度を判断していく

ア 公共施設の性質別分類、今後のストックの考え方 19



施 設 の 利 用

少ない 多い

建
物
の
状
態

劣化が
進んでいない

より多く利用してもらう
方法、他の用途への転用

できるだけ長く使っていく
（できるだけ建替えしない）

劣化が
進んでいる

建替えていくことは
難しい

財源を確保しながら
改修しつつ残していく

イ 建物の状態と施設の利用から見た今後の方向性 20

➢ 建物の状態と施設の利用から見た考え方をベースに、今後の施設のあり方を判断
していく

アとイを組み合わせながら、今後もニーズの高い施設はできるだけ長く使い続けていく
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➢ ２０６０年代からは建替えがメインになり費用は改修の約１．５倍
➢ 先を見据え、できるだけ建替えを減らしコストの山を下げて且つ平準化したい

財政負担の軽減を図るため、長寿命化改修を進めながら必要な施設量を確保していく

④長寿命化対策後に来る建替えの山を見据えた長寿命化と建替え



◆共用化のイメージ（体育館の例）

◆社会体育館

◆公民館体育館

◆勤労者関係体育館

◆大規模体育館

◆公民館体育館
（家庭・地域学びの課）
→公民館へ申し込み

◆勤労者関係体育館
（商工労働課）

→施設予約システム＋直接

◆学校体育館
（教委総務課・
学校教育課）

※学校施設開放
→学校へ申し込み

◆大規模体育館
（スポーツ課）

→施設予約システム

◆社会体育館
（スポーツ課）

→施設予約システム

◆同種の施設があるが、利用条件
や予約方法が異なり、使い勝手が
悪い、分かりにくい
◆設置目的によって使えない場合
がある

できるだけ年齢や種目などの制限をはずし
て、多くの方が幅広く同種施設を活用できる
よう共用化していく

目指すところ

学校体育館

+

◆情報の一元化、共用の徹底
…施設予約システムへの組込

◆利用の平準化
…利用者間の調整による偏りのない
利用など（無駄なく使う）

手段・手法現状

⑤類似施設の共用化による無駄のない利活用 22



◆体育館の利用について目指すところ

目指すところ

利用状況を平準化する
ため様々な用途に利用
できるようにする

B C D EA F

体育館

B C D E
営
利
目
的
不
可

A
体
育
・
ﾚｸﾘ
ｴｰ
ｼｮﾝ

F
勤
労
者
の
み
可

現 状

施設ごとの利用
制限や条件がある

（登録団体のみ
利用可、年齢制限有等）

社
会
体
育
館

A

B C D E
公
民
館
体
育
館

F

利用状況

市街地エリアは
利用集中

用途

10 7
4

9

5

8 8 8 888

13

利用度

利用度

山間地

市街地

23



1,674 1,667 1,673 
1,658 1,653 1,649 1,644 1,643 

1,391 

1,364 
1,376 

1,367 1,364 
1,354 

1,342 1,336 

 1,200

 1,250

 1,300

 1,350

 1,400

 1,550

 1,600

 1,650

 1,700

 1,750

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

378 
376 

374 
372 

370 
367 

363 
361 

 360

 370

 380

（千人）

（千㎡）

延
床
面
積

人
口

（施設）

施
設
数

（H30） （R7）

（△ 4.0％）

（△ 1.9％）

（△ 4.5％）

H30とR7を比較すると・・・

人  口は4.5％減（1.７万人）

施設数は4.0％減（55施設）

面  積は１．9％減（約3.1万㎡）

長野市の人口と施設保有量の推移

出典： 長野市の公共施設の現状2025

24３ これまでの公共施設マネジメントの進捗状況

人口

施設数

延 床 面 積



■長寿命化のイメージ（使用年数80年の改修周期イメージ）

25

（出典：長野市公共施設等総合管理計画）

長寿命化改修とは

鉄筋コンクリート造
鉄骨鉄筋コンクリート造
重量鉄骨造

80年

軽量鉄骨造
木造

40年

目標使用年数を80年とし周期的に行う工事で、具体的には20年目と60年目を目途に実施する中規模改修
と40年目を目途に行う大規模改修に分けられます。

【 目標使用年数 】

竣工後20年と６０年目を目途に実施する改修で、屋上防水や外壁補修、設備機器の更新などを行います。
主に建物の機能回復を目的とします。

竣工後４０年目を目途に実施する改修で、中規模改修の項目に加えて、給排水管の更新、空調ダクトの更新、
躯体の中性化対策などを行います。主に建物を現状の社会的要求水準まで高めること、以後４０年間の使用
に耐えうるものとすることを目的とします。

長寿命化改修

中規模改修



長寿命化改修工事（築40年目改修・棟別）の進捗と今後の見込み

➢個別施設計画期間（R3-R12）内での改修予定面積 ２７．２万㎡のうち、改修済面積は４．３万㎡（進捗率約１５．９％）

➢202５（R７）年度時点で予定していた進捗率（３５％）と比較し、半分未満に留まる

26
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44.9％

改

修

面

積

進

捗

率

計画 35%

進捗15.9%

19.3％(予定)

計画との乖離

（R4）     （R8） （毎年4月1日時点の集計)

（千㎡）

改 修 面 積
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建設工事費デフレーターとは、平成２７年度を１００とした労務費、資材、運搬費などの項目

から求められる名目工事費額を基準年度の実質額に変換する指数のことです。

全国の建設コストの推移

（出典：国土交通省「建設工事デフレーター」）



28４ 公共施設マネジメントの目指す姿と取組において
生じてきた課題

「将来世代に負担を先送りすることなく、
より良い資産を次世代に引き継いでいく」

基本理念

①施設総量の縮減・適正配置

②計画的な保全による長寿命化の推進

③効果的・効率的な管理運営と資産活用

④全庁的な公共施設マネジメントの推進

①新規整備抑制、施設複合化・多機能化、地域特性を踏まえた施設配置等

②ライフサイクルコスト縮減、長寿命化推進、施設点検、基金の活用、UD化等

③施設利用の促進、管理運営の効率化、受益者負担、遊休資産利活用

④庁内推進体制強化、施設情報の一元化、財政との連動、職員意識改革の推進

基本方針

取組の柱

基本理念は本市の公共施設マネジメントの根幹部分であり、この理念の実現を目指し、施設の再編や長寿命
化等に取り組んできている。今後のマネジメントを進めるにあたっては、計画策定から約10年の取組において
生じてきた課題に対し、どう対応していくかの検討が必要と考えている。

◆公共施設等総合管理計画

目指す姿

考え方・方向性

手法



29

課題① 総量の縮減目標と実際の
進捗に乖離が生じている

課題② 長寿命化改修が計画
 どおり進んでいない

「量」を減らすための取組

↓

集約化・複合化するには

お金が必要
用途廃止・施設再編するには

時間が必要

「質」を高めるための取組

↓

長寿命化改修工事には

お金が必要
（建設コストの上昇）

現状①

施設を沢山持っていること

現状②

施設が老朽化していること

これまでの取組において生じてきた課題

「公共施設等総合管理計画」の終期が令和8年度末となっている中、基本理念の実現に
向けて、これら課題を踏まえた令和9年度以降の公共施設マネジメントの進め方を中心に
ご意見・ご提案等をいただきたいと考えております。



30今後のスケジュール（予定）

・令和７年12月24日（水） 第２回委員会（現地視察）

・令和８年１月29日（木） 第３回委員会

・令和８年４月以降 第４回～８回委員会
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